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参考資料 

（１）新潟市自転車利用環境計画策定委員会 

１）新潟市自転車利用環境計画策定委員会の設置 

 
自転車利用環境計画の策定に向けて、「新潟市自転車利用環境計画策定委員会」を設置し、以

下の策定体系とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
事 務 局 

（新潟市土木総務課） 

計画（案）

答申・審議

自転車利用環境計画策定委員会 

 

  委員構成 

  ・知識・経験を有するもの 

  ・関係行政機関 

  ・関係団体 

  ・公募委員 

作業部会 
（市役所関連部署 
   ・関係機関など） 
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２）新潟市自転車利用環境計画策定委員会の構成員 
 

新潟市自転車利用環境計画策定委員会は、以下の委員により構成する。 

 
区分 現職等 氏名 備考 

新潟大学工学部建設

学科 准教授 
委員長 

岩佐
い わ さ

 明彦
あきひこ

 

・水と土の芸術祭を題材に自転車走行ルートの研究

（研究室） 
茨城大学工学部都市

交通システム工学科 

教授 

金
きん

 利
とし

昭
あき

 ・自転車空間研究小委員会（土木学会土木計画学研

究委員会） 幹事長 

NPO 法人 自転車

活用推進研究会 事

務局長 

小林
こばやし

 成基
し げ き

 ・都市交通としての自転車利用活用推進研究会（(社)

日本交通計画協会） 委員 

・にいがた市民大学講座「自転車の”みち”をつくろ

う」講師(H20 年度) 
「自転車のまち”新
潟”」の会 会長 

岩間
い わ ま

 正吉
まさよし

 ・にいがた市民大学講座の市民企画講座として、「自

転車の”みち”をつくろう」を提案 

・上記受講者を中心に「自転車のまち”新潟”」の

会を設立 

株式会社サイクルシ

テイにいがた 取締

役 

高橋
たかはし

 正良
まさよし

 ・レンタサイクル研究会 事務局 メンバー 

・新潟市自転車を活用したまちづくり推進協議会 

メンバー 

知識・経験

を 有 す る

もの 

NPO 法人 越のみ

ちネットワーク女性

会議 副理事長 

栗山
くりやま

 靖子
や す こ

 ・安全・安心の心豊かなくらしづくり・まちづくり・

みちづくりをテーマに活動するＮＰＯ法人 

・新潟市の自転車利用を考える懇談会（H20 新潟

国道事務所）委員 
国土交通省北陸地方

整備局 新潟国道事

務所 事務所長 

田中
た な か

 倫
とも

英
ひで

 関 係 行 政

機関 

新潟県警察本部 
交通部 交通規制課

長 

平田
ひ ら た

 英司
え い じ

 

東日本旅客鉄道㈱新

潟支社総務部企画室 

室長 

西田
に し だ

 聡
さとし

 関 係 団 体

（ 公 共 交

通機関） 

新潟交通株式会社乗

合バス部指導課 課

長 

和田
わ だ

 徹
とおる

 

 幸田
こ う だ

 健太
け ん た

 公募委員 

 清野
せ い の

 みよ子
こ
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３）新潟市自転車利用環境計画策定委員会設置要綱 

 
（目的） 
第１条 市民に身近な乗り物である自転車の利用環境を整備し，自転車利用の利便性の高い快適で安全

な自転車利用環境計画を策定するため，委員会の設置と審議に必要な事項を定める。 
（委員会の審議事項） 
第２条 委員会は，事務局の計画案について審議し，自転車利用環境計画を策定する。 
（委員会の名称） 
第３条 この委員会は，新潟市自転車利用環境計画策定委員会（以下「委員会」という。）という。 
（委員及び組織） 
第 4 条 委員会は，２０人以内を持って組織し，知識経験を有する者，市民及び関係行政機関等で構成

し，その構成は別表１のとおりとする。 
２ 委員会の委員の任期は，平成 22 年３月 31 日までとする。 
（委員長） 
第５条 委員会に委員長を１名置き，委員の互選により定める。 
２ 委員長は委員会を代表し，審議を処理する。 
３ 委員長に事故があるときは，委員長があらかじめ指名した委員がその職務に当る。 
（事務局） 
第６条 委員会の事務局は，土木部土木総務課に置く。 
（その他） 
第７条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関して必要な事項は，会長が委員会に諮って定

める。 
附則 
この要綱は，平成 21 年 7 月 28 日から施行する。 
 
別表１ 新潟市自転車利用環境計画策定委員構成 
知識・経験を有するもの ６名程度 
関係行政機関 ２名程度 
関係団体（公共交通機関） ２名程度 
公募委員 男性 1 名、女性 1 名 
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（２）新潟市自転車利用環境計画の策定経過 

 
新潟市自転車利用環境計画の策定経緯を以下に示す。 

 
年月日 会議名・調査名 議事内容、調査内容 

平成 21 年 7月 14 日 

平成 21 年 7月 25 日 

駐輪場利用状況及び路上駐輪調査 ・中心市街地の駐輪場利用台数 

・中心市街地の路上駐輪台数 

平成 21 年 9月 16 日 ＪＲ各駅別の駐輪場利用状況及び路上

駐輪調査 

・ＪＲ各駅の駐輪場利用台数 

・ＪＲ各駅の路上駐輪台数 

平成21年 10月 2日～ 

平成 21 年 10 月 5 日 

市民アンケート調査 ・自転車利用状況に関するアンケー

ト 

平成 21 年 9月 1日 第 1回自転車利用環境計画策定委員会 ・計画概要とスケジュール 

・新潟市における自転車利用の現状

とこれまでの取り組み 

・自転車利用環境計画の策定方針 

平成 21 年 11 月 24 日 第２回自転車利用環境計画策定委員会 ・計画（素案）の方向性の確認（走

行計画、駐輪計画、放置自転車対

策計画、啓発計画） 

平成 22 年 1月 8日～ 

平成 22 年 2月 8 日 

パブリックコメント ・新潟市自転車利用環境計画（案）

に対する意見募集 

平成22年 1月 26日～ 

平成 22 年 1月 27 日 

新潟市自転車利用環境計画策定委員会

有識者懇談会 

・計画の進め方 

・具体的な整備方針 

平成 22 年 3月 1日 第３回自転車利用環境計画策定委員会 ・パブリックコメントの意見書集計

結果 

・新潟市自転車利用環境計画(案) 
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（３）新潟市自転車等放置防止条例 

 
平成 5 年 7 月 5 日 

条例第 24 号 
(目的) 
第 1 条 この条例は，公共の場所における自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」

という。)の放置を防止することにより，市民の生活環境の保全と都市機能の維持を
図り，もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。 

(定義) 
第 2 条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定め

るところによる。 
(1) 自転車 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号 )第 2 条第 1 項第 11 号の 2 に規定す

る自転車をいう。 
(2) 原動機付自転車 道路交通法第 2 条第 1 項第 10 号に規定する原動機付自転車をい
う。 

(3) 放置 公共の場所において，自転車等の利用者が，当該自転車等を離れて直ちに
これを移動することができない状態にあることをいう。 

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設を
いう。 

(5) 公共の場所 道路，公園，駅前広場その他公共の用に供する場所で，自転車等駐
車場以外の場所をいう。 

(市長の責務) 
第 3 条 市長は，この条例の目的を達成するため，自転車等の放置の防止に関し必要な

施策を策定し，その実施に努めなければならない。 
(自転車等の利用者の責務) 
第 4 条 自転車等の利用者は，公共の場所に自転車等を放置しないように努めるととも

に，市長が実施する施策に協力しなければならない。 
(鉄道事業者等の責務) 
第 5 条 鉄道事業者，一般乗合旅客自動車運送事業者及び軌道経営者(以下「鉄道事業

者等」という。)は，旅客の利便に供するため，自転車等駐車場を設置するよう努め
なければならない。 

2 鉄道事業者等は，市長が自転車等駐車場を設置するに当たってその用地を提供する
等市長が実施する施策に協力しなければならない。 

(施設の設置者の責務) 
第 6 条 官公署，学校，図書館等公益的施設の設置者及び百貨店，スーパーマーケット，

銀行，遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は，当該施設の
利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺
に設置するよう努めるとともに，市長が実施する施策に協力しなければならない。 

(放置禁止区域の指定等) 
第 7 条 市長は，自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されている

と認められる公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)
として指定することができる。 

2 市長は，前項の規定により放置禁止区域を指定したときは，規則で定めるところに
より，その旨を告示しなければならない。 

3 市長は，必要があると認める場合は，放置禁止区域の指定を解除し，又はその区域
を変更することができる。 

4 前項の規定により放置禁止区域の指定を解除するときは，その旨を告示し，その区
域を変更するときは第 2 項の規定を準用する。 

(自転車等の放置の禁止) 
第 8 条 自転車等の利用者は，放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただ

し，市長が特に必要と認める場合は，この限りでない。 
(自転車等の放置に対する措置) 
第 9 条 市長は，放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは，当該自転車等の

利用者に対し，当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう命ず
ることができる。 
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2 市長は，放置禁止区域内に放置されている自転車等を撤去し，保管することができ
る。 

第 10 条 市長は，放置禁止区域外の公共の場所においても市民の良好な生活環境を確
保するため必要があると認める場合は，自転車等の利用者に対し，当該場所に自転車
等を放置しないよう指導することができる。 

2 市長は，自転車等の利用者が前項の指導にもかかわらず相当の期間自転車等を放置
しているときは，当該自転車等を撤去し，保管することができる。 

(保管した自転車等の措置) 
第 11 条 市長は，第 9 条第 2 項又は前条第 2 項の規定により自転車等を撤去し，保管

したときは，規則で定めるところにより，その旨を告示するとともに，当該自転車等
の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)に当該自転車等を返還するため必要
な措置を講じなければならない。 

2 市長は，前項の規定による措置を講じたにもかかわらず，なお引き取りがない自転
車等があるときは，当該自転車等を処分することができる。 

(費用の徴収) 
第 12 条 市長は，第 9 条第 2 項又は第 10 条第 2 項の規定により自転車等を撤去し，保

管したときは，自転車 1 台につき 1,000 円，原動機付自転車 1 台につき 1,500 円を当
該自転車等を返還するときに利用者等から徴収するものとする。ただし，市長が特別
の理由があると認める場合は，この限りでない。 

(委任) 
第 13 条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 
附 則 
(施行期日) 
1 この条例は，平成 5 年 8 月 1 日から施行する。ただし，第 9 条から第 12 条までの規

定は，平成 5 年 10 月 1 日から施行する。 
(平 12 条例 75・旧附則・一部改正) 
(黒埼町の編入に伴う特例) 

2 黒埼町の編入の日から平成 13 年 6 月 30 日までの間，旧黒埼町区域で撤去した自転
車等については，第 12 条の規定にかかわらず，利用者等から費用は徴収しない。 
(平 12 条例 75・追加) 
(合併に伴う特例) 

3 新津市及び西川町の編入の日前に新津市自転車等放置防止条例(平成 13 年新津市条
例第 10 号)又は西川町自転車等の駐車秩序の確立に関する条例(平成 13 年西川町条例
第 24 号)の規定によりなされた自転車等の放置(自転車等の駐車場又は駐輪場におけ
る放置を除く。)に係る処分，手続その他の行為は，それぞれこの条例の相当規定に
よりなされたものとみなす。 
(平 16 条例 126・追加) 

4 平成 17 年 9 月 20 日までの間に，編入前の白根市，豊栄市，小須戸町，横越町，亀
田町，岩室村，味方村，潟東村，月潟村及び中之口村の区域内で撤去した自転車等に
ついては，第 12 条の規定にかかわらず，利用者等から費用は徴収しない。 
(平 16 条例 126・追加) 
(巻町の編入に伴う特例) 

5 平成 18 年 4 月 9 日までの間に，編入前の巻町の区域内で撤去した自転車等について
は，第 12 条の規定にかかわらず，利用者等から費用は徴収しない。 
(平 17 条例 108・追加) 

附 則(平成 12 年条例第 75 号) 
この条例は，平成 13 年 1 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 16 年条例第 126 号 ) 
この条例は，平成 17 年 3 月 21 日から施行する。 

附 則(平成 17 年条例第 108 号 ) 
この条例は，平成 17 年 10 月 10 日から施行する。 
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（４）新潟市自転車等の附置に関する条例 
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